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	案　件　名
	
	辺地に係る総合整備計画（案）に関する意見
	

	
	住 所（※必須）
	
	
	

	
	氏 名（※必須）
	
	
	

	電話番号又は電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
	
	

	意見等提出者の区分
	１
	市内に在住している。
	

	
	
	２
	市内に事務所又は事業所を有している。
	

	
	
	３
	市内の事務所又は事業所に勤務している。
	

	（上記「住所」欄が市外の方は、該当する番号に○印を記入してください。）
	４
	市内の学校に在学している。
	

	
	５
	当該案件に利害関係を有している。
	

	※
	住所、氏名は必ずご記入ください。また、内容について、電話、電子ﾒｰﾙにより確認させていただくことがありますので、電話番号又は電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽもご記入ください。
	

	※
	法人その他の団体にあっては、「住所」欄に事務所又は事業所の所在地、「氏名」欄に名称及び代表者の氏名をご記入ください。
	

	※
	記入された個人情報は、公表しません。また、今回の意見提出以外の目的での使用はいたしません。
	

	※
	ご意見に関する市の考え方を市ホームページで公表いたします。なお、個別に回答はいたしません。
	

	　住所、氏名が未記入のもの、当該案件に関連のないご意見などに対しましては、市の考え方をお示しできない場合があります。
	

	（意見・情報記入欄）
	

	該当ページ
	意見の内容

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	※
	提出期限や提出先などについて、裏面をご覧ください
	


【提出期限】
令和８年６月29日（月）13時必着
　　　提出期限以降のご意見・ご提言の受け付けはできませんのでご注意ください。
　　　(郵送の場合は、令和８年６月29日(月)消印有効)


【提出先】
〒919－0692　
あわら市市姫三丁目１－１
　　　　　　あわら市創造戦略部政策広報課（市役所庁舎２階）
　　　　　　（電話：0776－73－8034）


【提出方法】
　　　取りまとめの都合により、できるだけ、電子メールでご提出をいただきますよう、ご協力をお願いします。

○電子メール
専用アドレス（ seisaku@city.awara.lg.jp）あてに送付してください。
件名を「辺地に係る総合整備計画（案）に関する意見」と明記してください。

○持参又は郵送による場合：上記【提出先】あてにお願いします。
持参の場合、業務時間（月曜日から金曜日の午前８時30分から午後５時15分）以外は受け付けできません。
